
 
 
 

 
 

令和元年６月 24 日    

 

市長市長市長市長とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会についてについてについてについて     

企画政策部 企画調整課 

 

１１１１    目的目的目的目的  庁舎整備及び県立病院跡地利活用について、本年４月に「庁舎整備基本計画」及び「県

立病院跡地利活用基本構想」を策定したことから、市民の皆様へ市長が直接説明し、

意見や感想を伺い、今後の事業へ活かしていく。 

 

２２２２    対象対象対象対象  不問 

 

３３３３    開催概要開催概要開催概要開催概要（（（（のべのべのべのべ参加人数参加人数参加人数参加人数：：：：166166166166 名名名名））））    

回 月 日 場 所 参加者数 

１ ５月 13 日（月） 北公民館  28 名 

２ ５月 16 日（木） 河東公民館  25 名 

３ ５月 21 日（火） 生涯学習総合センター  38 名 

４ ５月 27 日（月） 南公民館  27 名 

５ ５月 30 日（木） 北会津支所  22 名 

６ ６月５日（水） 一箕公民館  26 名 

 

４４４４    参加者参加者参加者参加者アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果についてについてについてについて    

（回答数：参加者 166 名のうち 85 名  回答率 51％） 

 主な意見の内容 

庁舎整備

基本計画

について 

■基本計画を理解、支持する意見 

・計画を理解、賛成、早期実現など 

■基本計画に沿った整備を前提とした意見 

※実現のための課題、要望など 

・本庁舎旧館の活用、駐車場や道路の整備、安

全対策、機能（バリアフリー、美術館、分庁

舎の庁舎利用など）、資金計画など 

■基本計画と異なる意見（位置） 

・県立病院跡地への新庁舎整備 

・現在地以外への新庁舎整備 

県立病院

跡地利活

用基本構

想につい

て 

■基本構想を理解、支持する意見 

・現構想に賛成、早期実現など 

■基本構想の考えを前提とした意見 

※構想に含まれる機能等の提案 

・子育て関連、子どもの遊び場、憩いの場、映

画館、駐車場、武道館、体育館、公民館、美

術館、日新館、防災、多機能施設 

・慎重に検討を進めるべき（利用目的/財政面） 

・周辺の公共施設との連携など 

■基本構想と異なる意見 

・庁舎の整備 

・老人ホームの整備 

 



 
 
 

 
 

５５５５    会場会場会場会場でのでのでのでの主主主主なななな意見意見意見意見    

    

（（（（１１１１））））    庁舎整備庁舎整備庁舎整備庁舎整備についてについてについてについて    

NO 項目 主な意見の内容 市の考え方 

１ 駐車場 

・駐車場はどう考えているの

か。 

・駐車場は、本庁舎敷地、栄町第二庁舎敷地、

謹教小学校跡地などで、現状以上の駐車台

数を確保していく。 

・本庁舎敷地に近い葵高校グラ

ウンド敷地を上手に活用す

れば、より近くに駐車できる

のではないか。 

・本庁舎南側の葵高校グラウンド敷地の一部

を謹教小学校跡地東側駐車場とともに活

用することで、より近くに多くの駐車が可

能になるものと認識しており、現在、葵高

校と協議している。 

・整備する駐車場は有料化し、

休日なども有効に活用した

ほうがよい。 

・駐車場は、市役所を利用する方を無料とす

るなど、休日などの有料貸出も含め検討し

ていく。 

２ 
道路 

交通 

・周辺道路の整備も併せて行う

必要がある。 

・栄町第二庁舎(駐車場)から本庁舎までの道

路は安全対策を図り、本庁舎の東側及び南

側道路の拡幅も検討していく。 

・車を運転できない方にも配慮

してほしい。 

・本庁舎に近い神明通りはバスの便数が多

い。車を運転されない高齢の方が利用しや

すい環境を引き続き検討していく。 

３ 
ICTの 

活用 

・ICTの活用などにより、将来、

市役所に来る機会はもっと

減ってくる。庁舎や駐車場は

大きくする必要はない。 

・コンビニや支所、市民センター、インター

ネットなど、身近な場所での行政サービス

の提供を拡充し、また引き続き、これらを

周知することで、市役所本庁舎へ来庁する

必要性を減らすことに努めていく。 

４ 

分庁舎

周辺の

活性化 

・分庁舎周辺の活性化と、駐車

場からの移動など来庁者の

利便性を維持するため、現在

の分庁舎を庁舎として使っ

ていくべき。新庁舎の高さ、

面積を減らすこともできる。 

・本庁舎敷地に分庁舎を集約する新庁舎を整

備していく計画であるが、地域の活力の維

持や来庁の利便性の視点も重要であると

認識している。 

５ 

他の位

置での

整備 

・現在地は、周辺の道路が狭あ

いで、駐車場も敷地内に整備

することが困難なため、県立

病院跡地や他の場所で一体

的に整備したほうがよい。 

・駐車場は、本庁舎敷地、栄町第二庁舎敷地、

謹教小学校跡地などで現状以上の駐車台

数を確保していく。各駐車場から本庁舎ま

での通行の安全対策を施すとともに、本庁

舎東側及び南側の道路拡幅なども検討し

ていく。本庁舎に近い神明通りはバスの便

数が多い。車を運転されない高齢の方が利

用しやすい環境を引き続き検討していく。 



 
 
 

 
 

（（（（２２２２））））    県立病院跡地利活用県立病院跡地利活用県立病院跡地利活用県立病院跡地利活用についてについてについてについて    

NO 項目 主な意見の内容 市の考え方 

１ 機能 

・様々な機能の提案について。 

（例）悪天候時の子どもの室内遊び場、癒

しの場、広場、観光駐車場、武道館、美術

館、博物館、庁舎と公民館の複合施設、病

院、老人ホーム、保健センター、日新館の

移設、多目的に活用できる場など 

・いただいたご意見等を踏まえ、

基本構想の精査を行っていく。 

 

 

 

 

２ 
位置 

づけ 

・県立病院跡地の利活用だけで検討するの

ではなく、鶴ヶ城や周辺の公共施設（文化

センター、鶴ヶ城体育館、多目的広場など）

を含めた一つのエリアとして考え、統一感

のあるまちづくりを行ってほしい。特にイ

ンバウンドに対する魅力向上の投資が必

要。 

・県立病院跡地の周辺には、鶴

ヶ城をはじめ様々な機能を持

つ公共施設がある。また、近く

には商店街もあることから、行

政だけではなく、民間の方との

連携など、それぞれが役割を担

い、一つのエリアとしての魅力

づくりについても検討してい

く。 

３ 財政 

・庁舎整備、県立病院跡地購入により財政は

ひっ迫するのではないか。 

・基金や国の交付金等を活用し、

財政計画を検討しながら進め

ていく。今後、事業費を精査し

ていく。 

 

６６６６    今後今後今後今後のののの予定予定予定予定        いただいた意見などを踏まえながら、庁舎整備については設計、県立病院跡地

利活用については基本計画策定など、次の段階へと進めていく。 

 

 

 


